
介護老人保健施設重要事項説明書 
（令和６年８月１日現在） 

１．施設の概要 
（１） 施設の名称等 

・施設名    福島県厚生農業協同組合連合会 
坂下厚生総合病院併設 介護老人保健施設なごみ 

・開設年月日  平成８年４月１日 
・所在地    福島県河沼郡会津坂下町字上柳田 2210-1 
・電話番号   ０２４２－８３－７５３０ 
・ＦＡＸ番号  ０２４２－８３－７５３１ 
・管理者名   杉本 光郎 
・介護保険指定番号 介護老人保健施設（０７５２６８５０１６号） 

（２） 介護老人保健施設の目的と運営方針 
  介護老人保健施設は、看護、医学的管理の下での介護や機能訓練、その他必要な医療と日常生活

上のお世話などの介護保健施設サービスを提供することで、入所者の能力に応じた日常生活を営む 

ことが出来るようにし、一日でも早く家庭での生活に戻ることが出来るよう支援することを目的と 

した施設です。さらに、家庭復帰の場合には、療養環境の調整などの退所時の支援も行ないますので、

安心して退所して頂けます。 
この目的に沿って、当施設では、以下のような運営方針を定めていますので、ご理解いただいた  

上でご利用下さい。 
〔介護老人保健施設なごみの運営方針〕 
｢医療と福祉の中間的機能を備えた施設において療養を行い、生活援助の場として明るく家庭的な 

雰囲気をもとに、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行う。｣ 
受け入れの基準として、病状が安定し入院治療の必要がない方で、入所の前に行われる入所判定会 

で入所可能と判定された方。 
 
（３） 施設の職員体制 

職名    員数並びに職務形態     職務内容 
・施設長 １人（併設病院・短期入療養・通リ・介

護予防短期・介護予防通リと兼務） 
運営管理、施設管理 

・医師 ３人(併設病院・短期入療養・通リ・介護

予防短期・介護予防通リ兼務)  
（内 1 名施設長兼務） 

利用者に対する医学的管理 

・薬剤師 １人(併設病院・短期入療養・介護予防短期と兼務) 薬剤管理 
・看護職員 １４人(短期入療養・介護予防短期入療養

と兼務。内 1 名は通ﾘ･介護予防通ﾘと兼

務) 

利用者に対する看護 

・介護職員 ２９人(短期入療養・介護予防短期入療養と兼

務。内５名は通ﾘ・介護予防通リとも兼務) 

利用者の介護及びレクリエーショ

ン 
   



・支援相談員 ３人(内 1 名短期入療養・介護予防短期入療養・

通リ・介護予防通リと兼務) 

（２名短期入療養・介護予防短入療養兼務） 

相談業務等 

・理学療法士 ２人(短期入療養・介護予防短期入療養・

通リ・介護予防通リと兼務) 
物理療法及びリハビリテーション 

・作業療法士 
 

２人(短期入療養・介護予防短期入療養・

通リ・介護予防通リと兼務) 
作業療法及びリハビリテーション 

・管理栄養士 ２人(短期入療養・介護予防短期入療養・

通リ・介護予防通リと兼務) 
利用者への適切な食事の提供と管理指導 

・調理員 ４人(併設病院・短期入療養・介護予防短

期入療養・通リ・介護予防通リと兼務) 
利用者への適切な食事の提供 

・介護支援専門員 ２人(短期入療養・介護予防短期入療養と

兼務、内 1 名介護職と兼務) 
施設の介護サービス計画の作成 

・事務員 ３人（短期入療養・介護予防短期入療養・通リ・介

護予防通リと兼務。うち 1 名は併設病院とも兼務） 

事務一般、施設保守 

（４）入所者定員数 
・定員  １００名 
・療養室 個室  ８室、２人部屋１２室、４人部屋１７室 
 

２．サービス内容 
① 施設サービス計画の立案 
② 食事 朝食 ７：３０～ ８：００ 
     昼食１２：００～１２：３０ 
     夕食１８：００～１８：３０ 
③ 入浴 （入所利用者は，週に最低２回ご利用頂けます。ご利用者様の御身体の状態に                   

あわせて介助をします。） 
④ 医学的管理・看護 
⑤ 介護（退所時の支援も行ないます） 
⑥ 機能訓練（リハビリテーション、レクリエーション） 
⑦ 相談援助サービス 
⑧ 栄養管理，栄養ケア・マネジメント等の栄養状態の管理 
⑨ 理容サービス 
⑩ 行政手続き代行 
⑪ その他 

※ これらのサービスの中には、利用者の方から基本料金とは別に利用料金を頂くものもあります 

ので、ご相談ください。 
 
３．利用料金   

(１)基本料金 
①介護保健施設サービス費(介護保険制度下では、要介護認定による要介護の程度によって利用料金が異



なります。以下は１日当りの自己負担分です。) 
一割負担の場合 

 従来型個室 多床室 
要介護度１ ７１７円／日 ７９３円／日 
要介護度２ ７６３円／日 ８４３円／日 
要介護度３ ８２８円／日 ９０８円／日 
要介護度４ ８８３円／日 ９６１円／日 
要介護度５ ９３２円／日 １，０１２円／日 

 
二割負担の場合 

 従来型個室 多床室 
要介護度１ １，４３４円／日 １，５８６円／日 
要介護度２ １，５６６円／日 １，６８６円／日 
要介護度３ １，６５６円／日 １，８１６円／日 
要介護度４ １，７６６円／日 １，９２２円／日 
要介護度５ １，８６４円／日 ２，０２４円／日 

 
三割負担の場合 

 従来型個室 多床室 
要介護度１ ２，１５１円／日 ２，３７９円／日 
要介護度２ ２，３４９円／日 ２，５２９円／日 
要介護度３ ２，４８４円／日 ２，７２４円／日 
要介護度４ ２，６４９円／日  ２，８８３円／日 
要介護度５ ２，７９６円／日 ３，０３６円／日 

 
②居住費・食費 
 ◇基準費用額 
【第４段階 ～ 課税世帯者】 

 居住費 食費 
従来型個室 １，７２８円／日  

１，４４５円／日 多床室   ４３７円／日 
 

 ◇負担限度額 
【利用者負担第１段階 ～ 市町村民税非課税世帯の老齢福祉年金受給者・生活保護受給者     

・境界層該当者】 
 居住費 食費 

従来型個室 ５５０円／日  
３００円／日 多床室   ０円／日 

 
 



【利用者負担第２段階 ～ 市町村民税非課税世帯であって、年金収入等が８０万以下の方】 
 居住費 食費 

従来型個室 ５５０円／日  
３９０円／日 多床室 ４３０円／日 

 
【利用者負担第 3 段階① ～ 市町村民税非課税世帯であって、年金収入等が８０万円越～１２０万円

以下の方】 
 居住費 食費 

従来型個室 １，３７０円／日  
６５０円／日 多床室 ４３０円／日 

 
【利用者負担第 3 段階② ～ 市町村民税非課税世帯であって、年金収入等が１２０万円超の方】 

 居住費 食費 
従来型個室 １，３７０円／日  

１，３６０円／日 多床室 ４３０円／日 
※上記②居住費・食費において、利用者負担は、所得などの状況から第１～第４段階に分けられ、国が   
定める第１～第３段階の利用者には負担軽減策が設けられています。負担限度額認定を受けている場合 
には、認定証に記載されている居住費・食費の負担限度額が１日にお支払い頂く上限となります。 
 年金収入等とは公的年金等収入金額(非課税年金を含みます。)＋その他合計所得額 

③入所 30 日間に限り初期加算(Ⅰ)   ６０円／日(一割負担)  １２０円／日(二割負担) 
                  １８０円／日(三割負担) 

(Ⅱ)   ３０円／日(一割負担)  ６０円／日(二割負担) 
                  ９０円／日（三割負担） 

   
④外泊時費用加算       ３６２円／日(一割負担)  ７２４円／円(二割負担) 
               １０８６円／日（三割負担） 

   ・外泊は最大７泊８日（月またぎでは最大１４泊１５日）まで可能です。 
   

⑤サービス提供体制強化加算（Ⅰ）      ２２円／日(一割負担)  ４４円／日(二割負担) 
                      ６６円／日（三割負担） 
⑥栄養管理 
 ・栄養マネジメント強化加算        １１円／日(一割負担) ２２円／日(二割負担) 
                      ３３円／日(三割負担) 

   ・療養食加算         ６円／回(一割負担)   １２回／回 (二割負担) 
                  １８円／回(三割負担) 
   ・経口移行加算        ２８円／日(一割負担)【現に経管により食事を摂取している方に

対し、医師の指示により経口移行計画を作成し、経口

による食事の摂取を進めるための栄養管理を行った

方を対象】 
                  ５６円／日(二割負担) 



                  ８４円／日(三割負担) 
   ・経口維持加算Ⅰ       ４００円／月(一割負担)【摂食機能障害を有し、誤嚥が認められ

る方に、医師の指示により、経口維持計画を作成し、

経口による食事摂取を進めるための栄養管理を行っ

た方を対象】 
                  ８００円／月(二割負担) 
                  １２００円／月(三割負担) 
   ・再入所栄養連携加算      ２００円／1 回(一割負担)【なごみに入所されていた方が医療

機関へ入院し、特別食や嚥下食を提供する指示を受

け再入所した場合】 
４００円／1 回(二割負担) 

                   ６００円／1 回(三割負担) 
⑦リハビリテーション 
 ・短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) ２５８円／日(一割負担)【１週間につき３日以上実施

した方を対象に、原則月 1 回以上 ADL
評価、LIFE へ提出、計画見直しを行

った方、入所後３ヶ月以内のみ加算】 
                      ５１６円／日(二割負担) 
                      ７７４円／日(三割負担) 
 ・認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) １２０円／日(一割負担)【専門的な研修を修了

した医師により、認知症の利用者であ

って、生活機能の改善が見込まれると

判断された者に対して、リハビリを実

施した方を対象。また、HDS-R(改訂

長谷川式簡易知能評価スケール)にお

いておおむね５点～２５点に相当す

る方を対象。入所の日から起算して３

月以内の期間に限り１週に３日を限

度として加算する】 
                       ２４０円／日(二割負担) 
                       ３６０円／日(三割負担) 
 ・リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅱ) ３３円／月(一割負担)【入所者毎のﾘﾊﾋﾞﾘ

ﾃｰｼｮﾝ計画書の内容等の情報を厚生労

働省に提出し、適切かつ有効実施のた

めに必要な情報を活用していること】 
                          ６６円／月(二割負担)９９円／(三割負担) 
⑧介護 
・科学的介護推進体制加算Ⅰ   ４０円／月(一割負担)【利用者ごとの、ADL 値、栄養状態、口腔

機能、認知症の状況その他の入所者の

心身の状況等に係る基本的な情報を

厚生労働省に提出していること】 



                ８０円／月(二割負担)   １２０円／月(三割負担) 
・科学的介護推進体制加算Ⅱ   ６０円／月(一割負担) 【Ⅰに加えて利用者ごとの、疾病の状況や

服薬情報等の情報を厚生労働省に提

出していること】 
                １２０円／月(二割負担) 
                １８０円／月(三割負担) 
・排せつ支援加算Ⅰ        １０円／月(一割負担) 【排せつに介護を要するご利用者様で適

切な対応を行うことにより要介護状

態の軽減や悪化防止が見込まれると

医師や医師と連携した看護師が判断

した方に対し、多職種が共同して、排

せつに介護を要する原因を分析し支

援計画を作成し、計画に基づく支援を

した方を対象】 
                ２０円／月(二割負担) 
                ３０円／月(三割負担) 
・排せつ支援加算Ⅱ       １５円／月(一割負担) 【排せつ支援加算の要件を満たした方が、

排尿・排便の状態の少なくとも一方が

改善するとともにいずれにも悪化無

い又は、おむつ使用有りから使用無に

改善した方を対象】 
                ３０円／月(二割負担) 
                ４５円／月(三割負担) 
・排せつ支援加算Ⅲ       ２０円／月(一割負担) 【排せつ支援加算の要件を満たした方が、

排尿・排便の状態の少なくとも一方が

改善するとともにいずれにも悪化無

いかつ、おむつ使用有りから使用無に

改善した方を対象】 
                ４０円／月(二割負担) 
                ６０円／月(三割負担) 
⑨医療 

・褥
じょく

瘡
そ う

マネジメント加算Ⅰ    ３円／月(一割負担) 【ご利用者様毎に褥瘡の発生と関連のある

リスクについて施設入所時と少なく

とも 3 ヵ月に 1 回評価し、その評価結

果等を厚生労働省に提出し、褥瘡管理

の実施に当たって当該情報等を活用

していること。褥瘡が発生するリスク

があるとされた方に多職種共同で褥

瘡ケア計画書を作成し管理をした方

を対象】 
                ６円／月(二割負担)   ９円／月(三割負担) 



・褥
じょく

瘡
そ う

マネジメント加算Ⅱ     １３円／月(一割負担) 【褥瘡マネジメント加算Ⅰの要件を満

たし、褥瘡の発生のない方を対象】 
                 ２６円／月(二割負担) 
                 ３９円／月(三割負担) 
・所定疾患施設療養加算(Ⅰ)   ２３９円／日(一割負担) 【肺炎、尿路感染症、帯状疱疹、蜂窩織

炎、慢性心不全の憎悪に対し施設内で

療養を行った場合(肺炎の者又は尿路

感染症の者については検査を実施し

た場合に限る)につき加算】 
                  ４７８円／日(二割負担) 
                  ７１７円／日(三割負担) 

・ターミナルケア加算      死亡日４５日前～３１日前  ７２円／日(一割負担) 
                              １４４円／日(二割負担) 
                              ２１６円／日(三割負担) 

死亡日以前４～３０日  １６０円／日(一割負担) 
                            ３２０円／日(二割負担) 
                            ４８０円／日(三割負担) 
                死亡日前日及び前々日   ９１０円／日(一割負担) 

１，８２０円／日(二割負担) 
  ２，７３０円／日(三割負担) 

                死亡日          １，９００円／日(一割負担) 
                             ３，８００円／日(二割負担) 
                             ５，７００円／日(三割負担) 
・協力医療機関連携加算     １００円／月(一割負担)【協力医療機関との連携体制を構築し、

入所者の現病名等の情報共有を行う

会議を定期的に開催している場合に

加算】 
                ２００円／月(二割負担) 
                ３００円／月(三割負担) 
・高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) １０円／月(一割負担)【感染症法第６条第１７項に規定する第

二種協力指定医療機関(坂下厚生総合

病院)との間で、新興感染症の発生時、

一般的な感染症の発生時の対応を取

り決め、連携し適切に対応しているこ

とに対し加算】 
                  ２０円／月(二割負担) 
                  ３０円／月(三割負担) 
・高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)５円／月(一割負担)【高齢者施設等対策向上加算(Ⅰ)の協力指定

病院より３年に１回以上施設内で感

染者が発生した場合の感染制御等に

係る実地指導を受けている場合】 



                 １０円／月(二割負担) 
                 １５円／月(三割負担) 
・新興感染症等施設等施設療養費  ２４０円／日(一割負担)【入所者が厚生労働省が定める新興感

染症に感染し、相談対応・診療・入院

調整等を行う医療機関を確保した上

で施設内で感染者の療養を行った場

合】 
                 ４８０円／日(二割負担) 
                 ７２０円／日(三割負担) 
⑩入所・退所時 
・安全対策体制加算    ２０円／入所日 1 日(一割負担)【外部の研修を受けた担当者が配置され、

施設内に安全対策部門が設置し、組織

的に安全対策を実施する体制が整備

されている】 
             ４０円／日(二割負担) 
             ６０円／日(三割負担) 
・入退所前連携加算Ⅰ   ６００円／日(一割負担)【入所１ヵ月を超えると見込まれる方の入所予

定前３０日以内又は入所後３０日以

内に入所者が退所後に利用を希望す

る居宅介護事業所と連携し、入所者の

同意を得て、退所後の居宅サービス等

の利用方針を定めた場合】 
               １２００円／日(二割負担) 
               １８００円／日(三割負担) 

  ・入退所前連携加算Ⅱ    ４００円／日(一割負担) 【入所者の入所期間が 1 月を超え、入所者が

退所し、居宅サービス等を利用する場合、

利用者が希望する居宅介護支援事業者に

対し、同意を得て、診療状況を示す文書を

ご用意し、なおかつ居宅介護支援事業所と

連携し退所のサービスの利用に関する調

整を行った場合】 
                 ８００円／日(二割負担) 
                 １２００円／日(三割負担) 

・退所時情報提供加算(Ⅰ)  ５００円(一割負担)【居宅に退所する入所者について、退所後の主治

医に対して診療状況、心身の状況、生活歴等を

示す文書をお渡しした場合】 
１、 ０００円(二割負担) 
１、５００円(三割負担) 

   ・退所時情報提供加算(Ⅱ)  ２５０円／回(一割負担) 【医療機関へ退所する入所者について、退

所後の主治医に対して診療状況、心身の状況、

生活歴等を示す文書をお渡しした場合】 



                 ５００円／回(二割負担) 
                 ７５０円／回(三割負担) 

・訪問看護指示加算     ３００円(一割負担)【退所時に、訪問看護ステーションへ訪問看護

指示書を交付した場合】 
              ６００円(二割負担) 
              ９００円(三割負担) 

⑪介護職員等処遇改善加算Ⅰ     1 ヶ月当たりの総単位数にサービス別加算率（７．５％）を乗じ

た単位数で加算（1 ヶ月の総単位数は、基本サービス費に各種加算減

算を加えた総単位数となる） 
 
（２）その他の料金 

①理容代   実費  ２５００円／回 
  ②教養・娯楽費  ２００円／１回参加につき 

費目…折り紙、模造紙、画用紙、クレヨン、絵の具、絵筆、色鉛筆、筆字半紙、粘土、パズル、 
スキルギャラリー（ビーズ）、手芸用品 

③衣類洗濯料（利用時のみ） 
   ジャージ上下（組）                ２００円／枚 
   パジャマ上下（組）、ネマキ、ゆかた、ズボン    １００円／枚 

長袖シャツ、ズボン下、バスタオル、肌襦袢     ５０円／枚 
半袖シャツ、ランニングシャツ、パンツ、ステテコ  ４０円／枚 

   オムツカバー、靴下（足）             ２０円／枚 
   ◇なお、ご希望の方は業者洗濯も出来ます。 

④洗濯機使用料（利用時のみ）            １００円（コイン式）／回 
  ⑤文書料   証明書      一通   １，１００円 
         診断書(簡単なもの)一通   ２，２００円 
         診断書      一通   ５，５００円 
         診断書(複雑なもの)一通  １１，０００円 
 
（３）支払方法   
     支払方法は、口座引落または指定口座振込みの２通りの中からご契約時に選べます。 
    ただし、現金での支払いを希望される場合はお申出ください。 

① 金融機関口座からの自動引落 
当施設で用意する手続きにて、下記の金融機関から自動引落が可能です。 
尚、口座引落に関する手数料につきましては、施設が負担いたします。 

     ＜取引金融機関＞・福島県内 JA・東邦銀行・福島銀行・大東銀行 
・会津信用金庫・郡山信用金庫・白河信用金庫・須賀川信用金庫 
・ひまわり信用金庫・あぶくま信用金庫・二本松信用金庫・福島信用金庫 
・いわき信用金庫・会津商工信用組合・福島協和信用組合・東北労働金庫 

② 指定口座への振込み（振込み手数料につきましては振込者の負担となります。） 
・指定口座は申込時にお知らせいたします。 
 



４．協力医療機関 
  当施設では、下記の医療機関・歯科医療機関に協力頂いています。 

○ 協力医療機関 
・名称 坂下厚生総合病院 
・ 住所 福島県河沼郡会津坂下町字上柳田 2210-1 
○ 協力歯科医療機関 
・ 名称 小久保歯科医院 
・ 住所 福島県河沼郡会津坂下町字古市乙１４５ 
・ 名称 玉木歯科医院 
・ 住所 福島県河沼郡会津坂下町稲荷塚６４ 
△緊急時の連絡先 緊急の場合は｢契約書｣にご記入頂いた連絡先に連絡します。 

 
５．施設利用にあたっての留意事項 

・ 施設会館時間…玄関自動扉の扉が自動開閉する時間は、平日７：００～２０：３０、第２・

第４・ 第５土曜７：００～１３：００です。（それ以外の時間は、防犯上施錠します。）入

館の際は必ず「立ち入り確認表」に記入して下さい。 
面会に関しては、その時の感染症流行状況に応じ、流動的に運用します。入所時に面会方

法についてご説明致します。 
・ 外出・外泊…外出・外泊は必ず職員に申し出て下さい。施設長の許可が必要です。       
         外出・外泊時に病院受診が必要な場合は必ず「なごみ」までご連絡下さい。 

保険請求上、受診した病院に御迷惑をかける場合があります。 
・ 火気の取り扱い…行わないで下さい。 
・ 設備・備品の利用…丁寧にご使用頂けますようお願い申し上げます。 
・ 所持品・備品等の持ち込み…洗濯物はなるべく家族洗濯でお願いします。着替えが不足しな 

いようご注意下さい。 
なお全ての持ち物に必ず名前をご記入下さい。 
療養室の混乱を避ける為、持ち物は最小限にして下さい。 

               食品類の持ち込みは必ず職員に申し出、指示に従って下さい。 
               電気器具のご使用は安全の為、すべて許可を要します。 
               刃物等危険物の持ち込みは禁止です。 
・ 金銭・貴重品の管理…多額の金銭及び貴重品を持ち込まないようにして下さい。また、眼鏡・      

腕時計・補聴器・義歯等入所者本人が身につける物品についても、紛失・

盗難に関しては責任を負いかねます。 
・ 宗教活動…行わないで下さい。 
・ ペットの持込…原則として行わないで下さい。 
・ 利用中の病院受診…利用中に他保険施設（病院、医院、クリニック）を受診する場合には、 

必ず前もって職員に申し出て指示に従って下さい。薬だけもらう場合も同様です。施設長の 
許可が必要になります。 
 坂下厚生総合病院の外来受診後発生した自己負担金に関して３か月滞納された場合は、福

島県厚生農業協同組合連合会の規定により、借用書の作成となります。ご注意願います。 
・ その他…「施設利用申請書」の記入事項の変更や健康保険証に変更があった場合は速やかに 



      連絡して下さい。 
 
６．非常災害対策 

・ 防災設備 スプリンクラー、消火器、消火栓 
・ 防災訓練 年２回 

 
７．禁止事項 

当施設では、多くの方に安心して療養生活を送っていただくために、利用者の｢営利行為、宗教の勧

誘、特定の政治活動｣を禁止します。 
 
８．要望及び苦情等の相談 
 当施設には支援相談の専門員として支援相談員（馬場さとみ・新井田睦・渡部加織）が勤務しておりま

す。支援相談員は月曜日～金曜日(祝日・１２月３０日～１月３日・その他施設が定めた休日を除く)の８：

３０～１７：００、第２・第４・第５土曜日の８：３０～１２：３０（日曜日不在）の日時で受け付けて

おります。その他日時に関しましては、当時勤務スタッフにお申し出下さい。また、苦情受付について、

苦情の解決責任者は施設長杉本光郎・受付担当者は支援相談員とします。事務所窓口前に備え付けられた

｢ご意見箱｣をご利用頂くことも、管理者に直接申し出頂くことも出来ます。 
どうぞお気軽に御相談ください。                  ℡０２４２－８３－７５３０ 

 
９．事故発生時の対応 

事故発生時、発見者・当事者は看護師に連絡し看護師は疼痛・出血の有無や状態を確認うえ、必要

に応じて応急処置を行ないます。施設長及び看護師長に報告し指示を受け、御家族へ連絡説明を致し

ます。さらに、施設長の指示により市町村、保健所等関係機関に報告するとともに速やかに事故報告

書を作成し、その後内容をよく検討して防止策を図ります。 
また、介護保健施設サービスの提供に伴って当施設の責に帰すべき事由により利用者が損害を被っ

た場合損害を賠償するものとします。そのような万が一の事態に備え、全国厚生農業協同組合連合会

病院賠償責任保険に加入しております。 
 
１０．身体の拘束の廃止と虐待の防止 
   当施設は、原則として利用者に対し身体拘束を行ないません。但し、自傷他害の恐れがある等緊急 

やむを得ない場合は、施設管理者又は施設長が判断し、身体拘束その他利用者の行動を制限 
する行為を行なうことがあります。この場合には、当施設の医師がその様態及び時間、その際の 
利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を診療録に記載することとします。 
また当施設は、利用者の人権擁護、虐待の発生又はその再発に対する防止対策を行っております。 

  虐待防止の対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果を職員に周知徹底を図り、

虐待防止のための指針を整備し、虐待防止のための定期的な研修を実施しています。 
 
１１．感染症対策について 
    当施設では、レジオネラ検査（年２回、浴槽水）、手洗いの徹底、排泄物処理時の手袋着用、イ

ンフルエンザ予防接種の推進等の感染症予防対策を実施しております。 
 



１２．褥創予防対策について 
    当施設では、時間ごとの体位交換、離床の推進、除圧、まめなオムツ交換（と濡れたままになっ

ていないか確認）、可能な限りの入浴等の褥創予防対策を行っております。 
 
１３．その他  当施設についての詳細は、パンフレットを用意してありますのであわせてご覧下さい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



個人情報の利用目的 
（令和６年８月１日現在） 

 
介護老人保健施設なごみでは、利用者の尊厳を守り安全に配慮する施設理念の下、お預かりしている 

個人情報について、利用目的を以下のとおり定めます。 
 

【利用者への介護サービスの提供に必要な利用目的】 
〔介護老人保健施設内部での利用目的〕 

・当施設が利用者等に提供する介護サービス 
・介護保険事務 
・介護サービスの利用者に係る当施設の管理運営業務のうち 
 －入退所等の管理 
 －会計・経理 
 －事故等の報告 
 －当該利用者の介護・医療サービスの向上 
 －施設の機関紙「ひまわり」への写真掲載・施設内掲示物への写真・個名の掲示 
 

〔他の事業者等への情報提供を伴う利用目的〕 
・当施設が利用者等に提供する介護サービスのうち 
 －利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護 

支援事業所等との連携（サービス担当者会議等）、 照会への回答 
 －利用者の診療等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合 
 －検体検査業務の委託その他の業務委託 
 －家族等への心身の状況説明 
・介護保険事務のうち 
 －保険事務の委託 
 －審査支払機関へのレセプトの提出 
 －審査支払機関又は保険者からの照会への回答 
・損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 

 
【上記以外の利用目的】 
〔当施設の内部での利用に係る利用目的〕 

・当施設の管理運営業務のうち 
 －医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 
 －当施設において行われる学生の実習への協力 
 －当施設において行われる事例研究 
 

〔他の事業者等への情報提供に係る利用目的〕 
・当施設の管理運営業務のうち 
 －外部監査機関への情報提供 
・協力医療機関との情報共有、現病歴等 



介護老人保健施設入所利用同意書 
 
介護老人保健施設なごみを入所利用するにあたり、介護老人保健施設入所利用契約及び重要事項説明書、 

個人情報の利用目的を受領し、これらの内容に関して、担当者による説明を受け、内容を理解しました。 
私は、この契約の定めるところに従い、貴施設に入所し、各種の介護サービスを利用することを申し込

みます。 
 
 
      年      月     日 
 
【利用者】住所 
 
 
電話番号 
 
氏名                                        印 

 
【家族・扶養者】住所 
 
 
電話番号 
 
氏名                          （続柄        ）   印 

 
【緊急連絡先～代理人】 
住所 
 
電話番号 
 
氏名                          （続柄        ）   印 

 
【説明者】  
支援相談員   馬場さとみ・新井田睦・渡部加織 

介護老人保健施設 なごみ 
施設長  杉本  光郎  

 
 
 



介護老人保健施設のサービス提供に伴う 

利用者負担にかかる同意書 
 
介護老人保健施設のサービス（長期入所）を利用するにあたり、介護老人保健施設なごみの利用契約に  

基づき、重要事項に関するこれらの利用者負担について、担当者による説明を受けました。その内容を  

理解し、サービスを利用した場合に、これらの対価として施設の定める料金を支払う事に同意いたします。 
 
 
 
      年      月     日 
 
 
【利用者】 
  
 
 
氏名                                        印 

 
 
【扶養者・代理人】 
 
 
 
氏名                          （続柄        ）   印 

 
 
 
 
 
 

 
介護老人保健施設 なごみ 
施設長  杉本  光郎  

 
 
 
 


